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富
山
市
の
石
分
銅 

 

平
井 

一
雄 

 

一
、
江
戸
時
代
に
広
く
展
開
す
る
石
仏
・
石
塔
以
前
の
石
造
物
に
石
分
銅
が
あ
る
。
最
古

は
弥
生
時
代
の
も
の
が
発
掘
さ
れ
て
い
る
が
近
世
は
石
分
銅
に
か
わ
り
字
の
通
り
鉄
・
銅

な
ど
金
属
で
造
ら
れ
た
分
銅
が
使
わ
れ
て
い
る
。 

富
山
県
富
山
市
八
尾
町
水
谷
の
私
立
民
具
館
に
寄
託
展
示
し
て
い
た
平
井
一
雄
所
蔵

「
石
分
銅
」
二
個
引
き
取
っ
て
き
ま
し
た
。 

①
富
山
市
月
岡
石
田
の
Ｓ
宅
庭
園
に
あ
っ
た
も
の
を
更
地
に
な
る
と
い
う
の
で
も
ら
っ
て

き
た
。 

②
富
山
市
八
尾
黒
田
の
親
戚
に
竹
竿
・
ハ
サ
ギ
横
置
た
ば
ね
用
八
番
線
の
お
も
り
に
な
っ

て
い
た
の
を
も
ら
っ
て
き
た
。 

い
ず
れ
も
出
土
地
は
不
明
。 

法
量 

①
、
釣
鐘
形
高
さ
二
十
二
㌢
直
径
十
二
㌢
最
小
幅
十
㌢
重
量
六
・
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム 

②
、
釣
鐘
形
高
さ
十
三
㌢
直
径
十
三
㌢
最
小
幅
十
㌢
重
量
五
・
五
キ
ロ
グ
ラ
ム 

二
、
天
秤
秤
（
て
ん
び
ん
ば
か
り
）
と
分
銅
（
ぶ
ん
ど
う
） 

天
秤
秤
と
は
質
量
計
器
の
一
種
。
て
こ
の
原
理
を
利
用
し
て
質
量
を
量
り
た
い
物
体
と

錘
（
お
も
り
）
と
を
つ
り
あ
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
物
体
の
質
量
を
測
定
す
る
器
具
（
秤
）

を
い
う
。
天
秤
に
よ
る
測
定
の
基
準
と
な
る
錘
（
お
も
り
）
を
分
銅
と
い
う
。
分
銅
は
金

属
の
塊
を
円
柱
形
な
ど
の
形
に
し
た
も
の
で
質
量
基
準
と
な
る
金
属
塊
。 

石
分
銅
・
て
ん
ぴ
ん
秤
・
台
秤
写
真
資
料 

三
、
越
中
の
石
分
銅 

高
瀬
保
『
加
賀
藩
流
通
史
の
研
究
』
に
越
中
に
伝
来
す
る
石
分
銅
」
の
研
究
が
あ
る
。

呉
東
の
経
田
。
水
橋
・
飯
野
・
奥
日
の
四
ヵ
所
、
呉
西
の
東
保
。
金
屋
・
井
口
。
若
杉
・

福
光
・
五
箇
山
の
九
ヵ
所
に
て
伝
来
。
発
掘
さ
れ
た
計
一
三
筒
は
南
砺
に
集
中
し
て
い
る

が
、
ま
た
海
岸
・
平
野
。
そ
し
て
山
へ
と
分
布
し
て
い
る
こ
と
が
特
色
で
あ
る
。 

『
加
賀
藩
流
通
史
の
研
究
』
P50 

一
例
と
し
て
富
山
市
八
尾
町
奥
田
に
居
住
す
る
田
近
家
は
、
奥
田
村
又
兵
衛
を
襲
名
し

た
旧
家
で
、
現
当
主
秀
男
氏
は
一
六
代
と
さ
れ
て
い
る
。
田
近
家
に
残
る
由
緒
古
文
書
か

ら
元
和
か
ら
寛
永
期
に
又
兵
衛
は
精
力
的
に
奥
田
野
の
新
開
に
あ
た
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

田
近
家
に
御
蔵
米
を
は
か
る
五
斗
俵
枠
の
石
分
銅
が
伝
来
し
た
。
分
銅
の
石
質
は
安
山
岩

で
重
さ
は
五
・
八
キ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る
。
形
状
は
釣
鐘
形
で
、
高
さ
は
一
七
・
六
㌢
、
直

径
は
最
大
幅
一
八
・
五
㌢
、
最
小
幅
六
・
一
㌢
で
あ
る
。 

し
か
し
管
見
の
限
り
に
お
い
て
佐
々
成
政
、
前
田
利
家.

利
⾧
に
関
わ
る
年
貢
算
用
状
は

す
べ
て
、
枡
が
使
用
さ
れ
て
い
て
、
秤
に
よ
る
も
の
が
皆
無
で
あ
り
、
加
賀
藩
領
内
の
京

枡
の
使
用
は
文
書
か
ら
み
る
限
り
に
お
い
て
文
禄
ニ
年
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
田
近

家
伝
来
の
五
斗
俵
秤
の
石
分
銅
の
使
用
し
た
時
期
は
に
わ
か
に
特
定
で
き
な
い
。
現
当
主

の
父
（
義
信
）
が
子
供
の
こ
ろ
、
天
秤
の
目
盛
を
し
た
棒
も
伝
来
し
た
と
い
う
。
こ
の
石

分
銅
は
慶
⾧
・
元
和
・
寛
永
期
、
一
七
世
紀
の
早
い
こ
ろ
の
も
の
と
な
ろ
う
。 

参
考
『
加
賀
藩
流
通
史
の
研
究
』
平
成
二
年
四
月
発
行 
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①石龕 南砺市福野 準堤寺 

③釈迦如来 砺波市庄川町小牧 路傍

②不動明王 南砺市今里 神明宮 ④阿弥陀如来 高岡市戸出４丁目 路傍 

井
波
石
工 

七
次
郎 

 

尾
田 

武
雄 

 

 

井
波
石
工
の
存
在
に
つ
い
て
は
井
波
町
編
『
井
波
町
肝
煎
文
書
目
録 

古
文
書
』（
昭
和

六
十
年
刊
）
に
「
町
中
末
々
困
窮
に
付
助
成
願
書
」（
三
〇
頁
）
が
載
せ
ら
れ
『
井
波
町
史

下
巻
』（
一
一
三
頁
）
に
全
文
転
載
さ
れ
て
い
る
。
享
保
一
八
年
（
一
七
三
三
）
三
月
に
仁

右
衛
門
他
二
〇
名
が
肝
煎
・
組
合
頭
・
算
用
聞
に
対
し
、
石
山
希
望
者
に
一
五
〇
匁
の
役

銀
と
ひ
き
か
え
で
採
掘
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
以
後
採
掘
権
は
、
特
定
の
人
に
与
え
ら
れ

売
買
の
対
象
に
な
っ
た
。
そ
れ
か
ら
延
享
元
年
に
は
砺
波
市
三
合
新
の
千
光
寺
石
塔
が
建

立
さ
れ
、「
石
工
井
波
善
太
郎
」
の
銘
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
天
明
五
年
（
一
七
八
一
）
に
は
、

新
た
に
石
山
を
開
き
、
北
川
村
の
石
屋
善
太
郎
に
一
年
銀
二
十
匁
で
採
掘
権
を
与
え
た
。

文
化
三
年
（
一
八
〇
六
）
に
は
「
石
工
四
人
御
座
候
」（『
井
波
肝
煎
文
書
』）
と
あ
り
、
文

化
七
年
（
一
八
一
〇
）
に
は
石
山
の
採
掘
者
は
、
甚
右
衛
門
、
か
じ
屋
又
兵
衛
、
義
右
衛

門
、
清
次
郎
、
平
蔵
が
い
る
。（
『
井
波
肝
煎
文
書
』
） 

 

富
山
県
南
砺
市
井
波
の
隣
地
区
に
砺
波
市
庄
川
町
金
屋
が
あ
る
。
こ
こ
は
石
仏
制
作
の

祖
と
さ
れ
る
庄
兵
衛
が
越
前
国
の
石
工
に
つ
い
て
仏
神
彫
刻
の
修
業
を
し
た
の
が
文
化
十

四
年
（
一
八
一
七
）
と
さ
れ
、
一
生
の
間
に
一
千
体
の
石
仏
を
作
っ
た
明
治
の
名
工
が
い

て
、
石
仏
の
里
の
よ
う
な
感
が
あ
る
が
、
金
屋
石
工
よ
り
先
行
し
て
井
波
石
工
が
い
た
の

で
あ
ろ
う
と
想
像
で
き
る
。 

 

石
仏
に
関
し
て
の
在
銘
は
、
南
砺
市
今
里
の
神
明
宮
に
不
動
明
王
が
あ
り
背
面
に
「
井

波
石
工
七
次
郎
」「
慶
應
二
丙
寅
年
正
月
」
と
あ
り
幕
末
期
の
製
作
で
あ
る
。
ま
た
南
砺
市

福
野
の
曹
洞
宗
準
堤
寺
に
は
、
秋
葉
大
権
現
、
金
比
羅
大
権
現
、
不
動
明
王
を
刻
ん
だ
石

龕
が
あ
り
、
横
に
「
作
井
波
石
工
七
治
郎
」
「
慶
応
二
年
正
月
」
（
現
在
は
、
お
堂
に
入
り

確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
）
が
あ
る
。
ま
た
高
岡
市
戸
出
町
四
丁
目
に
は
坐
像
な
が
ら

高
さ
二
四
〇
セ
ン
チ
、
幅
一
二
四
セ
ン
チ
の
通
称
「
デ
カ
地
蔵
」
と
い
わ
れ
る
阿
弥
陀
如

来
坐
像
が
大
き
い
お
堂
に
安
置
さ
れ
て
い
る
。
お
堂
の
前
に
は
石
柱
に
「
南
無
古
中
大
地

蔵
菩
薩
」
と
彫
ら
れ
、
や
は
り
石
の
由
来
板
に
よ
る
と
「
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）
か
ら

文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
に
か
け
当
地
方
に
疫
病
が
流
行
し
て
止
ま
る
こ
と
を
知
ら
ず
多

数
の
病
死
者
を
だ
し
た
。
特
に
幼
児
が
多
く
其
の
悪
病
退
散
を
祈
願
し
且
供
養
の
為
に
、

古
戸
出
村
左
官
三
吉 

中
之
宮
村
桶
沢
又
七
が
発
起
し
て
大
地
蔵
尊
並
び
に
尊
堂
の
建
立

を
呼
び
か
け
町
内
住
民
競
っ
て
浄
財
を
持
ち
寄
り
井
波
町
石
工
七
次
郎
に
石
仏
を
依
頼
し

た
。
慶
応
三
年
（
一
九
二
三
）
五
月
大
石
坐
像
を
完
成
し
た
」
と
あ
る
。
井
波
石
工
七
次

郎
は
慶
応
年
中
頃
に
活
躍
し
た
石
工
で
あ
る
。
こ
の
幕
末
期
か
ら
明
治
期
に
か
け
て
、
砺

波
地
方
で
は
石
仏
の
造
像
が
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。 
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金
沢
市
の
一
石
六
地
蔵 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

滝
本 

や
す
し 

  

私
が
在
住
す
る
石
川
県
金
沢
市
に
、
横
長
長
方
形
の
石
材
に
浮
彫
り
さ
れ
た
六
地
蔵
が

み
ら
れ
る
。
彫
り
く
ぼ
め
た
前
面
に
六
地
蔵
が
横
一
列
に
並
ん
で
浮
彫
り
さ
れ
て
お
り
、

上
面
が
平
な
も
の
と
、
緩
や
か
な
カ
ー
ブ
の
も
の
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
三
体
ず
つ
二
石
に

彫
ら
れ
た
も
の
や
、
四
体
と
二
体
に
分
け
て
彫
ら
れ
た
も
の
も
み
ら
れ
、
こ
れ
ら
も
併
せ

て
紹
介
し
た
い
。 

①
金
沢
市
東
山
二
丁
目 

日
蓮
宗
蓮
昌
寺
墓
地 

明
治
九
年(

一
八
七
六) 

 

蓮
昌
寺
墓
地
の
板
垣
家
墓
所
に
、
凝
灰
岩
製
の
一
石
六
地
蔵
が
置
か
れ
て
い
る
。 

持

物
は
左
か
ら
、
幡
、
蓮
華
、
不
明
、
念
珠
、
合
掌
、
錫
杖
で
あ
る
。
裏
面
に
「
明
治
九
年

第
一
月
建
之
／
板
垣
母
」
と
刻
ま
れ
て
い
る
。 

②
金
沢
市
旭
町
三
丁
目 

共
同
墓
地 

明
治
年
間 

 

共
同
墓
地
の
入
り
口
に
、
凝
灰
岩
製
の
一
石
六
地
蔵
が
置
か
れ
て
い
る
。
こ
の
共
同
墓

地
は
現
在
の
倍
ほ
ど
の
広
さ
で
墓
標
が
点
在
し
て
い
た
が
、
平
成
初
期
に
整
備
さ
れ
た
。 

 

六
地
蔵
の
持
物
は
左
か
ら
、
幡
、
錫
杖
、
宝
珠
、
柄
香
炉
、
合
掌
、
念
珠
で
あ
る
。
裏

面
に
「
明
治
廿
八
年
／
釈
尼
妙
喜
／
八
月
三
十
日
」「
明
治
廿
八
年
／
釈
行
願
／
九
月
十
一

日
」「
明
治
廿
九
年
／
釈
教
信
／
六
月
二
十
九
日
」
、
右
側
面
に
「
本
村
／
駒
谷
七
左
衛
門
」

と
刻
ま
れ
て
い
る
。 

③
金
沢
市
小
立
野
五
丁
目 

鶴
間
坂
路
傍 

 

鶴
間
坂
は
旭
町(

旧
牛
坂
村)

か
ら
小
立
野
五
丁
目
へ
登
る
狭
い
坂
道
で
、
平
成
中
頃
に

車
の
通
行
が
禁
止
さ
れ
た
。
諸
説
あ
る
が
、
藩
政
期
に
は
牛
坂
と
呼
ば
れ
、
明
治
初
頭
に

鶴
が
舞
う
坂
と
し
て
鶴
間
坂
に
改
称
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。 

 

坂
の
中
ほ
ど
に
、
数
体
の
石
仏
と
共
に
凝
灰
岩
製
の
一
石
六
地
蔵
が
置
か
れ
て
い
る
。

旭
町
の
町
名
の
由
来
は
、
石
龕
内
に
納
め
ら
れ
て
い
る
旭
観
音
に
よ
る
。
六
地
蔵
は
、
剥

落
が
激
し
く
持
物
を
特
定
で
き
な
い
。
こ
の
場
所
に
は
土
牢
が
あ
っ
て
処
刑
場
と
さ
れ
て

い
た
と
伝
え
ら
れ
る
が
、
確
か
な
記
録
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。 

④
金
沢
市
大
桑
新
町 

大
桑
不
動
明
王
尊
境
内 

 

小
立
野
台
地
か
ら
犀
川
へ
流
れ
る
辰
己
用
水
の
分
流
の
脇
に
大
桑
不
動
明
王
尊
堂
が
建

て
ら
れ
て
お
り
、
高
さ
二
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
丸
彫
り
の
不
動
明
王
が
納
め
ら
れ
て
い
る
。 

 

一
石
六
地
蔵
は
隣
の
堂
内
に
納
め
ら
れ
て
お
り
、
凝
灰
岩
製
で
あ
る
が
、
蝋
燭
の
煤
で

全
体
に
黒
ず
ん
で
い
る
。
持
物
は
左
か
ら
、
念
珠
、
柄
香
炉
、
錫
杖
、
合
掌
、
幡
、
蓮
華

で
あ
る
。 

⑤
金
沢
市
堀
川
町 

曹
洞
宗
久
昌
寺
地
蔵
堂
左 

 

久
昌
寺
本
堂
左
手
に
地
蔵
堂
が
建
て
ら
れ
て
い
る
。
仕
切
り
の
左
側
に
は
赤
戸
室
石
製

の
大
き
な
丸
彫
り
六
地
蔵
が
並
ん
で
い
る
。
こ
の
う
ち
の
二
体
に
元
禄
十
六
年
と
寛
永
五

年
の
銘
が
刻
ま
れ
て
お
り
、
他
の
四
体
も
そ
の
後
続
け
て
造
立
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

一
石
六
地
蔵
は
、
仕
切
り
の
右
側
に
二
基
納
め
ら
れ
て
い
る
。 

 

左
の
一
石
六
地
蔵
は
シ
ル
ト
岩
製
で
、
長
期
間
露
座
で
置
か
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か

剥
落
が
激
し
い
。
持
物
は
左
か
ら
、
幡
、
柄
香
炉
、
宝
珠
と
錫
杖
で
あ
る
が
、
右
の
三
体

は
持
物
を
特
定
で
き
な
い
。 

⑥
金
沢
市
堀
川
町 

曹
洞
宗
久
昌
寺
地
蔵
堂
右 

嘉
永
四
年(

一
八
五
一) 

 

右
の
一
石
六
地
蔵
は
凝
灰
岩
で
、
剥
落
は
少
な
い
。
持
物
は
左
か
ら
、
幡
、
蓮
華
、
柄

香
炉
、
宝
珠
と
錫
杖
、
念
珠
、
合
掌
で
あ
る
。
右
側
面
に
「
嘉
永
四
亥
年
三
月
四
日
」
と

刻
ま
れ
て
い
る
。 

⑦
金
沢
市
円
光
寺
二
丁
目 

曹
洞
宗
覚
心
院
境
内 

寛
政
元
年(

一
七
八
九) 

 

覚
心
院
本
の
堂
左
手
前
に
凝
灰
岩
製
の
一
石
六
地
蔵
が
置
か
れ
て
い
る
。
台
石
に
載
せ

ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
台
石
は
別
の
も
の
を
転
用
し
て
い
る
。 

 

六
地
蔵
の
持
物
は
左
か
ら
、
幡
、
宝
珠
と
錫
杖
、
蓮
台
、
柄
香
炉
、
合
掌
、
念
珠
で
あ

る
。
左
側
面
に
「
寛
政
元
年
酉
三
月
立
之
」
と
刻
ま
れ
て
い
る
。 

⑧
金
沢
市
旭
町
三
丁
目 

義
堅
院
青
雲
寺
地
蔵
堂 

文
化
十
四
年(

一
八
一
七) 

 

青
雲
寺
は
真
言
系
の
単
立
寺
院
。
鶴
間
坂
の
下
に
位
置
し
て
お
り
、
境
内
奥
の
石
段
を

登
る
と
鶴
間
坂
の
途
中
へ
と
出
る
こ
と
が
で
き
る
。 

入
り
口
左
手
の
地
蔵
堂
内
に
、
三
体
ず
つ
凝
灰
岩
二
石
に
分
け
て
彫
ら
れ
た
六
地
蔵
が

納
め
ら
れ
て
い
る
。
左
の
三
体
の
持
物
は
左
か
ら
、
宝
珠
と
錫
杖
、
蓮
華
、
念
珠
で
あ
り
、
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①東山２丁目 日蓮宗蓮昌寺墓地 

②旭町３丁目 共同墓地 

③小立野５丁目 鶴間坂路傍 

④大桑新町 大桑不動明王尊境内 

⑤堀川町 曹洞宗久昌寺地蔵堂左 

⑥堀川町 曹洞宗久昌寺地蔵堂右 

⑦円光寺２丁目 曹洞宗覚心院境内 

⑨寺町５丁目 浄土宗浄安寺観音堂 

⑩中央通町 浄土宗法船寺墓地 

⑧旭町３丁目 青雲寺地蔵堂左 

⑧旭町３丁目 青雲寺地蔵堂右 

⑪子来町 高野山真言宗宝泉寺墓地 

右
の
三
体
の
持
物
は
左
か
ら
、
柄
香
炉
、
幡
、
合
掌
で
あ
る
。
二
基
共
に
前
面
右
に
「
文

化
十
四
丁
丑
年
」、
前
面
左
に
「
三
月
吉
日
」
と
刻
ま
れ
て
い
る
。 

⑨
金
沢
市
寺
町
五
丁
目 

浄
土
宗
浄
安
寺
観
音
堂 

 

浄
安
寺
境
内
に
観
音
堂
が
建
て
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
中
に
四
体
と
二
体
に
分
け
て
細
粒

砂
岩
に
彫
ら
れ
た
六
地
蔵
が
置
か
れ
て
い
る
。
四
体
と
二
体
と
は
手
法
が
若
干
異
な
っ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
別
々
に
造
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
四
体
の
持
物
は
左
か
ら
、
合
掌
、

念
珠
、
宝
珠
、
柄
香
炉
で
あ
り
、
二
体
の
持
物
は
左
か
ら
、
蓮
台
、
合
掌
で
あ
る
。
石
造

観
音
は
天
保
二
年
に
真
言
宗
理
証
院
に
造
立
さ
れ
、
明
治
二
年
に
廃
寺
と
な
っ
た
際
に
浄

安
寺
へ
譲
渡
さ
れ
た
。
六
地
蔵
も
理
証
院
か
ら
移
さ
れ
た
も
の
か
は
不
明
で
あ
る
。 

⑩
金
沢
市
中
央
通
町 

浄
土
宗
法
船
寺
墓
地 

 

法
船
寺
墓
地
の
無
縁
墓
標
群
内
に
、
三
体
ず
つ
凝
灰
岩
二
石
に
分
け
て
彫
ら
れ
た
六
地

蔵
が
置
か
れ
て
い
る
。
左
の
三
体
の
持
物
は
左
か
ら
、
幡
、
宝
珠
と
錫
杖
、
蓮
台
で
あ
り
、

右
の
三
体
の
持
物
は
左
か
ら
、
柄
香
炉
、
合
掌
、
念
珠
で
あ
る
。
間
を
詰
め
て
置
か
れ
て

い
る
の
で
、
側
面
や
裏
面
を
確
認
で
き
な
い
。 

⑪
金
沢
市
子
来
町 

高
野
山
真
言
宗
宝
泉
寺
墓
地 

 

宝
泉
寺
墓
地
内
に
、
三
体
ず
つ
凝
灰
岩
二
石
に
分
け
て
彫
ら
れ
た
六
地
蔵
が
置
か
れ
て

い
る
。
左
の
三
体
の
持
物
は
左
か
ら
、
蓮
華
、
合
掌
、
念
珠
で
あ
り
、
右
の
三
体
の
持
物

は
左
か
ら
、
幡
、
柄
香
炉
、
宝
珠
と
錫
杖
で
あ
る
。 
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第
65
回
例
会
報
告 

金
沢
市
の
不
動
明
王
め
ぐ
り 

 

清
水 

邦
彦 

 

二
〇
二
三
年
（
令
和
五
）
一
〇
月
一
五
日
に
行
わ
れ
た
北
陸
石
仏
の
会
第
65
回
例
会
「
金

沢
市
の
不
動
明
王
め
ぐ
り
」
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
こ
の
時
の
感
想
等
を
、
当
日

配
布
さ
れ
た
資
料
（
滝
本
や
す
し
作
成
）
を
参
考
に
述
べ
る
。
当
日
は
雨
模
様
の
予
報
で

あ
っ
た
が
、
昼
食
時
間
を
調
整
し
、
な
ん
と
か
雨
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
た
。 

ま
ず
確
認
す
べ
き
は
、
今
回
見
学
し
た
範
囲
に
お
い
て
、
不
動
明
王
を
祀
っ
て
い
る
場

所
が
、
１
水
源
の
側そ

ば

、
２
寺
院
の
境
内
（
た
だ
し
、
本
堂
で
は
な
い
）
に
お
お
よ
そ
二
分

さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。 

 

１
．
水
源
の
側 

１
に
当
た
る
の
が
、
①
市
杵
嶋
神
社
（
柳
橋
）
、
②
加
茂
神
社
（
御
所
町
）
、
③
鹿
島
神

社
鳴
和
滝
（
鳴
和
町
）
、
④
常
盤
滝
（
常
盤
町
）
、
⑤
馬
坂
（
宝
町
）、
⑥
大
桑
新
町
、
⑦
法

島
町
、
⑧
清
川
町
、
⑨
三
尊
ヶ
池
（
長
田
町
）
の
九
箇
所
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
右
手
に
剣
、

左
手
に
羂
索
（
縄
）
を
持
っ
て
お
り
（
あ
る
い
は
か
つ
て
は
持
っ
て
い
た
）、
形
態
的
に
は

ま
ご
う
こ
と
な
く
不
動
で
あ
る
。
不
動
が
水
源
の
側
に
祀
ら
れ
る
こ
と
は
『
広
説
佛
教
語

大
辞
典
』
・
『
日
本
の
神
仏
の
辞
典
』
・
『
日
本
民
俗
宗
教
辞
典
』
・
『
日
本
民
俗
大
辞
典
』
等

に
記
述
が
な
い
。
水
源
の
側
に
祀
ら
れ
る
不
動
は
金
沢
市
限
定
な
の
か
、
他
地
域
に
も
普

通
に
見
ら
れ
る
も
の
な
の
か
知
り
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
仏
教
系
の
水
源
の

神
と
し
て
は
弁
才
天
が
一
般
的
だ
か
ら
で
あ
る
。
有
名
ど
こ
ろ
と
し
て
は
、
神
奈
川
県
鎌

倉
市
佐
助
に
あ
る
銭
洗
弁
天
が
挙
げ
ら
れ
る

（1）

。 

常
盤
滝
手
前
の
祠
に
木
造
の
不
動
像
が
祀
ら
れ
て
い
る
。
見
た
所
、
か
な
り
新
し
い
も

の
で
あ
る
。
政
治
家
奥
田
氏
の
造
立
と
伝
わ
る
。
奥
田
敬
和
（
衆
議
院
議
員
・
自
民
党
→

新
生
党
→
新
進
党
）
で
あ
れ
ば
、
一
九
二
七
年
（
昭
和
二
）
生
ま
れ
、
一
九
九
八
年
（
平

成
一
〇
）
逝
去
で
あ
る
。
こ
の
不
動
像
に
価
値
が
な
い
と
は
言
わ
な
い
が
（
昭
和
も
し
く

は
平
成
に
な
っ
て
も
仏
像
が
造
ら
れ
る
意
味
は
考
察
す
る
価
値
が
あ
る
等
）、
滝
の
上
の
祠

に
も
不
動
像
が
祀
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
像
こ
そ
、
も
と
も
と
当
地
に
あ
っ
た
不
動
像
と
考

え
ら
れ
る
。
滝
の
左
手
に
は
行
者
祠
が
あ
り
、
当
地
は
も
と
も
と
修
験
道
の
修
行
場
で
あ

っ
た
と
想
定
さ
れ
る
。 

 

市
杵
嶋
神
社
・
加
茂
神
社
・
鹿
島
神
社
、
い
ず
れ
も
神
社
で
は
あ
る
が
、
不
動
像
を
祀

っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
神
社
で
不
動
像
を
祀
る
こ
と
が
、
神
仏
習
合
が
当
た
り
前
で
あ
っ

た
江
戸
時
代
（
も
し
く
は
そ
れ
以
前
）
に
遡
る
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
明
治
の
廃
仏
毀

釈
が
沈
静
化
し
た
時
期
（2）
以
降
な
の
か
。
こ
れ
ら
の
神
社
の
立
地
場
所
は
、
も
と
も
と
は

修
験
道
に
関
連
し
た
場
所
だ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
修
験
道
と
無
関
係
の
神
社
な
の
か
。

本
節
冒
頭
で
示
し
た
問
題
と
合
わ
せ
て
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。 

 

水
源
と
は
無
関
係
だ
が
、
今
回
見
学
し
た
箇
所
の
う
ち
、
若
松
八
幡
神
社
（
若
松
町
・

奥
卯
辰
山
の
南
）
で
も
不
動
像
を
祀
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
不
動
像
は
、
一
九
九
一

年
（
平
成
三
）
に
造
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

 

三
尊
ヶ
池
不
動
尊
（
長
田
町
）
は
、
民
間
ア
パ
ー
ト
の
側
に
ぽ
つ
ん
と
あ
り
、
た
ど
り

着
く
に
は
困
難
を
極
め
た
。
も
と
も
と
田
畑
に
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
住
宅
地
と
な
っ
て

も
地
元
の
方
々
が
祀
り
続
け
て
い
る
こ
と
に
は
感
謝
し
た
い
と
こ
ろ
だ
が
、
も
う
少
し
分

か
り
や
す
い
案
内
板
が
欲
し
か
っ
た
。
三
尊
ヶ
池
不
動
尊
（
長
田
町
）
の
不
動
堂
に
は
不

動
像
二
体
・
馬
頭
観
音
一
体
が
祀
ら
れ
て
い
る
。 

 

２
．
寺
院
の
境
内
（
た
だ
し
本
堂
で
は
な
い
） 

２
に
当
た
る
の
が
、
①
宝
円
寺
（
宝
町
・
曹
洞
宗
）、
②
永
福
寺
（
寺
町
・
浄
土
宗
）、

③
善
隆
寺
（
寺
町
・
日
蓮
宗
）、
④
覚
心
院
（
円
光
寺
・
曹
洞
宗
）
の
四
箇
所
で
あ
る
。
宝

円
寺
は
も
と
も
と
の
予
定
に
入
っ
て
い
な
か
っ
た
が
、
時
間
に
余
裕
が
あ
っ
た
た
め
、
馬

坂
に
行
っ
た
つ
い
で
に
見
学
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
い
ず
れ
も
形
態
的
に
は
ま
ご
う
こ
と

な
く
不
動
で
あ
る
。
不
動
は
密
教
系
の
明
王
で
あ
り
、
曹
洞
宗
・
浄
土
宗
・
日
蓮
宗
い
ず

れ
の
教
義
で
も
積
極
的
に
祀
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
地
方
の
小
寺
院
で
あ
れ
ば
、

様
々
な
要
素
を
受
容
す
る
の
は
当
た
り
前
の
こ
と
で
あ
る
。 

宝
円
寺
の
古
い
境
内
図
で
は
、
現
在
、
不
動
堂
と
呼
ば
れ
て
い
る
場
所
に
は

う

す

さ

ま

烏
枢
沙
摩
明

王
を
祀
る
堂
が
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
、
現
在
、
不
動
堂
に
は
不
動
像
し
か
祀
ら
れ
て
い
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市杵嶋神社境内の湧水と不動明王を祀る石祠 

三尊ヶ池不動尊の内部 

加茂神社境内の湧水と不動明王 馬坂不動尊全景 

な
い
。
後
日
、
宝
円
寺
に
電
話
を
し
た
と
こ
ろ
、「
現
在
、
烏
枢
沙
摩
明
王
は
本
堂
の
東
司

（
便
所
）
に
祀
っ
て
い
る
」
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。 

永
福
寺
の
不
動
像
は
左
右
に
矜
羯
羅

こ

ん

か

ら

童
子
・

せ

い

た

か

制
咤
迦
童
子
を
従
え
て
い
る
（
不
動
三
尊
）。

善
隆
寺
の
不
動
像
は
線
刻
（
石
に
線
を
刻
ん
だ
も
の
）
で
あ
る
。 

覚
心
院
に
不
動
像
は
三
体
祀
ら
れ
て
い
る
。
う
ち
一
体
に
は
か
な
り
ず
さ
ん
な
修
復
が

施
さ
れ
て
お
り
、
正
直
、
無
惨
な
お
姿
で
あ
っ
た
。 

 

３
．
一
石
六
地
蔵 

不
動
像
以
外
の
石
像
も
幾
つ
か
拝
見
し
た
。
そ
の
う
ち
特
に
貴
重
な
も
の
と
し
て
、
一

石
六
地
蔵
（
一
つ
の
石
に
六
地
蔵
を
刻
む
も
の
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
今
回
、
旭
町
三
丁
目

の
共
同
墓
地
入
り
口
、
覚
心
院
境
内
、
大
桑
新
町
（
不
動
堂
内
）
の
三
箇
所
の
一
石
六
地

蔵
を
拝
見
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
覚
心
院
の
一
石
六
地
蔵
は
銘
文
に
「
寛
政
元
年 

酉 

三

月
立
之
」
と
あ
る
の
で
、
一
七
八
九
年
（
寛
政
元
）
造
立
と
想
定
さ
れ
る
。
な
ぜ
一
石
六

地
蔵
の
事
例
が
貴
重
か
と
い
う
と
、
全
国
的
に
見
て
一
石
六
地
蔵
に
関
す
る
先
行
研
究
は

ほ
と
ん
ど
な
い
か
ら
で
あ
る
。C

in
ii 

R
e
se

a
rch

を
検
索
し
て
も
〇
件
で
あ
る
。
日
本
石

仏
協
会
編
『
日
本
の
石
仏 

項
目
別
分
類
索
引
』（
二
〇
〇
一
～
二
〇
一
七
年
）
全
三
冊
を

見
て
も
、
一
石
六
地
蔵
を
含
ん
だ
タ
イ
ト
ル
は
、
管
見
の
及
ぶ
限
り
中
森
勝
之
「
台
座
か

ら
地
蔵
尊
頭
部
が
見
つ
か
っ
た 

一
石
六
地
蔵
」
（
『
日
本
の
石
仏
』
第
一
二
八
号
、
二
〇

〇
八
年
）
の
一
件
の
み
で
あ
る
。
現
在
、
滝
本
さ
ん
が
金
沢
市
の
事
例
を
ま
と
め
て
い
る

最
中
と
聞
い
て
い
る
の
で
、
ま
ず
は
滝
本
論
考
の
公
刊
が
望
ま
れ
る
。 

 

今
回
、
拝
見
す
る
こ
と
の
で
き
た
石
仏
は
、
い
ず
れ
も
文
化
財
指
定
さ
れ
て
い
る
も
の

で
は
な
い
が
、
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。
石
仏
を
祀
り
続
け
る
こ
と
に
は
時
に
労
力
・
財
力

が
必
要
で
あ
る
が
、
今
後
も
地
元
の
方
々
に
よ
っ
て
祀
ら
れ
る
こ
と
を
切
望
す
る
。 

 註 （1）
銭
洗
弁
天
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
銭
洗
水
か
ら
銭
洗
弁
天
へ
ー
銭
洗
弁
天
（
鎌
倉
市
佐
介

ヶ
谷
）
の
信
仰
史
」
（
『
歴
史
民
俗
資
料
学
研
究
』
第
二
号
、
一
九
九
七
年
）
参
照
。 

（2）
廃
仏
毀
釈
は
、
一
八
七
一
年
（
明
治
四
）
頃
に
は
沈
静
化
し
た
と
さ
れ
る
（
末
木
文
美

士
『
日
本
宗
教
史
』
岩
波
新
書
、
二
〇
〇
六
年
、
一
八
一
頁
）
が
地
域
に
よ
っ
て
は
そ
の

後
も
続
い
て
い
る
。
例
え
ば
石
川
県
に
よ
っ
て
白
山
か
ら
仏
像
が
撤
去
（
一
部
は
破
壊
）

さ
れ
た
の
は
、
一
八
七
四
年
（
明
治
七
）
で
あ
る
。
拙
著
『
お
地
蔵
さ
ん
と
日
本
人
』
（
法

藏
館
、
二
〇
二
三
年
）
一
五
八
～
一
五
九
頁
参
照
。 
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法島不動尊 

鹿嶋神社境内の鳴和滝不動尊 

大桑不動明王尊 

永福寺境内の不動三尊 

清川不動尊にて記念撮影 

 

                 

善隆寺境内の線刻不動明王 


